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 ４
月
か
ら
町
田
市
で
手
続
き
が
行

え
ま
す

風
致
地
区
内
の
許
可
申
請

　
都
か
ら
の
権
限
移
譲
に
伴
い
、

４
月
１
日
か
ら
市
内
の
風
致
地
区

内
に
お
け
る
建
築
や
土
地
造
成
等

の
許
可
申
請
手
続
き
が
、
町
田
市

で
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
町
田
市
風
致
地
区
条
例

及
び
施
行
規
則
は
町
田
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

問
建
築
開
発
審
査
課
辺
７
２
４
・

４
２
７
３
返
０
５
０
・
３
１
６
１

・
５
８
９
９

開
催
し
ま
す

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

【
精
神
障
が
い
者
が
働
き
続
け
る

た
め
に
…
２
０
１
８
年
雇
用
義
務

化
に
向
け
て
】

日
３
月
１
日
（
土
）
午
後
１
時
　３０

分
～
４
時
　
分
３０

場
ホ
テ
ル
　ザ
・
エ
ル
シ
ィ
町
田

内
基
調
講
演
、
当
事
者
の
就
労
体

験
談
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
（
企
業
・
医
療
・
支
援
の
立
場

か
ら
）

講
（
特
）
Ｊ
Ｓ
Ｎ
統
括
所
長
・
金

塚
た
か
し
氏
、
な
が
や
ま
メ
ン
タ

ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
・
千
田
若
菜
氏
　

他定
１
０
０
人
（
申
し
込
み
順
）

申
参
加
申
込
書
（
町
田
市
障
が
い

者
就
労
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
レ

ッ
ツ
で
配
布
、
同
セ
ン
タ
ー
レ
ッ

ツ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
も
可
）
に
、
氏
名
（
ふ
り
が
な
）

・
電
話
番
号
を
記
入
し
、
２
月
　２１

日
ま
で
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
同
セ
ン
タ
ー

レ
ッ
ツ
（
辺
７
２
８
・
３
１
６
２

返
７
２
８
・
３
１
６
４
）
へ
（
電

話
申
し
込
み
も
可
）。

問
障
が
い
福
祉
課
辺
７
２
４
・
２

１
４
７
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・

１
６
５
３

雑
木
林
管
理

講
習
会（
入
門
編
）

対
市
内
在
住
で
、
雑
木
林
の
管
理

や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
い
た

い
方

日
平
日
コ
ー
ス
＝
２
月
　
日
２６

（
水
）、　
日
（
木
）、
休
日
コ
ー

２７

ス
＝
３
月
１
日
（
土
）、
２
日

（
日
）、
い
ず
れ
も
午
前
　
時
～
午

１０

後
３
時
、
各
全
２
回
（
各
コ
ー
ス

と
も
同
一
内
容
）

場
七
国
山
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
セ
ン
タ

ー内
雑
木
林
の
保
全
・
再
生
に
必
要

と
な
る
基
本
的
な
管
理
技
術
、
安

全
管
理
、
刈
払
機
の
使
い
方
と
実

習
、
竹
の
伐
採
と
整
理
方
法
等

定
各
　
人
程
度
（
抽
選
）

１５

申
往
復
ハ
ガ
キ
に
講
習
会
名
・
希

望
コ
ー
ス
・
住
所
・
氏
名
（
ふ
り

が
な
）・
電
話
番
号
・
年
齢
を
明

記
し
、
２
月
　
日
ま
で
（
必
着
）

１７

に
公
園
緑
地
課
（
〒
　
―
８
５
２

１９４

０
、
森
野
２
―
２
―
　
）
へ
。

２２

問
公
園
緑
地
課
辺
７
２
４
・
４
３

９
９
返
０
５
０
・
３
１
６
１
・
６

２
６
９

景
観
ま
ち
づ
く
り

セ

ミ

ナ

ー

　
市
で
は
、
市
民
・
事
業
者
・
行

政
が
協
働
し
て
「
地
域
の
個
性
や

魅
力
を
生
か
し
た
良
好
な
景
観
づ

く
り
」
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
、
町
田
市
景
観
賞
表
彰

式
、
景
観
づ
く
り
市
民
サ
ポ
ー
タ

ー
の
活
動
実
績
報
告
と
講
演
会

「
景
観
ま
ち
づ
く
り
の
現
状
と
今

後
の
課
題
」
を
行
い
ま
す
。

日
３
月
１
日
（
土
）
午
後
１
時
　３０

分
～
４
時
　
分
４０

場
国
際
版
画
美
術
館

講
横
浜
市
立
大
学
国
際
総
合
科
学

部
教
授
・
鈴
木
伸
治
氏

定
１
０
０
人
（
申
し
込
み
順
）

申
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
明

示
し
、
２
月
　
日
正
午
～
　
日
に

１２

２５

電
話
で
イ
ベ
ン
ト
ダ
イ
ヤ
ル
（
辺

７
２
４
・
５
６
５
６
）
へ
。

問
地
区
街
づ
く
り
課
辺
７
２
４
・

４
２
６
７
返
０
５
０
・
３
１
６
１

・
６
０
１
３

手
話
通
訳
者
登
録
試
験

対
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の
聴

覚
障
が
い
者
福
祉
に
熱
意
が
あ

り
、
２
０
１
４
年
４
月
１
日
現

在
、
満
　
歳
以
上
の
方
（
試
験
の

２０

対
象
レ
ベ
ル
は
、
お
お
む
ね
手
話

学
習
経
験
４
年
以
上
）

日
３
月
　
日
（
日
）
午
前
９
時
　

１６

３０

分
か
ら

場
市
庁
舎

申
所
定
の
申
込
書
（
障
が
い
福
祉

課
で
配
布
、
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）
に
記

入
し
、
３
月
７
日
ま
で
（
必
着
）

に
直
接
ま
た
は
郵
送
で
障
が
い
福

祉
課
へ
。

問
障
が
い
福
祉
課
辺
７
２
４
・
２

１
３
６
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・

１
６
５
３

日
本
語
学
習
者
に
よ
る

日
本
語
発
表
会

　
ま
ち
だ
地
域
国
際
交
流
協
会
、

町
田
日
本
語
の
会
、
町
田
国
際
交

流
セ
ン
タ
ー
で
、
日
本
語
を
学
ん

で
い
る
皆
さ
ん
に
よ
る
発
表
会
で

す
。
　
日
本
に
来
て
驚
い
た
こ
と
や
楽

し
か
っ
た
こ
と
等
を
聞
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。

※
直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

日
３
月
２
日
（
日
）
午
後
１
時
　３０

分
～
３
時
　
分
３０

場
町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
３
階
ホ

ー
ル

定
１
８
８
人
（
先
着
順
）

問
町
田
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
辺
７

２
２
・
４
２
６
０
返
７
２
２
・
５

３
３
０

町
田
市
消
防
団
へ

Ａ
Ｅ
Ｄ
を
導
入
し
ま
す

　（
財
）
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
（
宝
く

じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業
）
助
成

金
を
受
け
、
町
田
市
消
防
団
用
に

４
台
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
対
外
式
除

細
動
器
）
を
導
入
し
ま
し
た
。

【
町
田
市
消
防
団
員
募
集
中
】

　
詳
細
は
、
防
災
安
全
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。

問
防
災
安
全
課
辺
７
２
４
・
２
１

０
７
返
０
５
０
・
３
０
８
５
・
６

５
１
９

　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
と

は
、
世
帯
内
で
「
医
療
保
険
」
と

「
介
護
保
険
」
の
両
方
に
自
己
負

担
額
が
あ
り
、
そ
の
合
計
額
が
基

準
を
超
え
た
場
合
（
表
１
）
に
、

申
請
に
よ
り
超
え
た
額
を
払
い
戻

す
制
度
で
す
。
な
お
、
自
己
負
担

に
は
含
ま
れ
な
い
も
の
も
あ
り
ま

す
（
表
２
）。
計
算
期
間
は
２
０

１
２
年
８
月
１
日
～
２
０
１
３
年

７
月
　
日
で
す
。

３１

　
対
象
者
に
は
、
申
請
案
内
を
お

送
り
し
ま
す
（
後
期
高
齢
者
医
療

は
２
月
中
旬
、
国
民
健
康
保
険
は

２
月
下
旬
）。

　
ご
案
内
が
届
い
た
方
で
も
、
自

己
負
担
額
証
明
書
を
お
取
り
い
た

だ
か
な
い
と
支
給
額
が
正
し
く
計

算
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
確
認
し
て
下
さ
い
。

　
次
の
方
に
つ
い
て
は
、
ご
案
内

を
お
送
り
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

○
計
算
期
間
中
に
①
市
区
町
村
を

越
え
て
住
所
が
変
わ
っ
た
方
②
医

療
保
険
が
変
わ
っ
た
方
③
　
歳
の

７５

誕
生
日
を
迎
え
た
方
④
医
療
保
険

の
資
格
を
喪
失
し
た
方

※
ご
案
内
が
届
か
な
い
方
で
制
度

に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、

２
０
１
３
年
７
月
　
日
現
在
加
入

３１

し
て
い
た
医
療
保
険
担
当
へ
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。

※
会
社
等
の
健
康
保
険
は
、
健
康

保
険
組
合
な
ど
へ
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。

問
国
民
健
康
保
険
の
高
額
介
護
合

算
療
養
費
に
つ
い
て
＝
保
険
年
金

課
保
険
給
付
係
辺
７
２
４
・
２
１

３
０
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
高
額

介
護
合
算
療
養
費
に
つ
い
て
＝
保

険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係
辺
７
２

４
・
２
１
４
４
、
介
護
保
険
の
自

己
負
担
額
証
明
書
に
つ
い
て
＝
介

護
保
険
課
給
付
係
辺
７
２
４
・
４

３
６
６

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
お
知
ら
せ

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
お
知
ら
せ

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
お
知
ら
せ

　
軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現

在
、
市
内
に
定
置
場
（
使
用
し
な

い
時
に
主
に
駐
車
す
る
場
所
）
が

あ
る
バ
イ
ク
・
軽
自
動
車
等
を
所

有
し
て
い
る
方
に
課
税
し
ま
す
。

　
次
の
①
～
⑥
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
は
、
登
録
・
廃
車
・
名

義
変
更
等
の
手
続
き
を
３
月
末
ま

で
に
行
っ
て
下
さ
い
。

①
町
田
市
に
転
入
し
、
前
住
所
地

の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
が
つ
い
た

バ
イ
ク
等
を
お
持
ち
の
方

②
町
田
市
外
に
転
出
す
る
方
で
バ

イ
ク
等
を
お
持
ち
の
方

③
バ
イ
ク
等
を
廃
棄
処
分
し
現
在

所
有
し
て
い
な
い
が
、
ま
だ
廃
車

手
続
き
を
し
て
い
な
い
方

④
バ
イ
ク
等
が
盗
難
に
遭
っ
た
方

⑤
バ
イ
ク
等
を
譲
り
受
け
、
ま
だ

名
義
変
更
を
し
て
い
な
い
方

⑥
バ
イ
ク
等
を
他
人
に
譲
り
、
譲

り
受
け
人
と
連
絡
不
能
の
た
め
、

名
義
変
更
さ
れ
ず
、
課
税
さ
れ
て

い
る
方

【
手
続
き
先
】

　
各
窓
口
と
も
３
月
は
大
変
混
み

合
い
ま
す
の
で
、
手
続
き
は
お
早

め
に
お
願
い
し
ま
す
。

●
１
２
５
㏄
以
下
の
原
付
バ
イ
ク

と
小
型
特
殊
自
動
車
＝
市
民
税
課

辺
７
２
４
・
２
１
１
３
、
忠
生
市

民
セ
ン
タ
ー
辺
７
９
１
・
２
８
０

２
、
鶴
川
市
民
セ
ン
タ
ー
辺
７
３

５
・
５
７
０
４
（
い
ず
れ
も
平
日

の
み
）

●
１
２
５
㏄
を
超
え
る
バ
イ
ク
＝

多
摩
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
辺

０
５
０
・
５
５
４
０
・
２
０
３
３

●
軽
三
輪
・
軽
四
輪
自
動
車
＝
軽

自
動
車
検
査
協
会
多
摩
支
所
辺
０

４
２
・
３
５
８
・
１
４
１
１

※
１
２
５
㏄
を
超
え
る
バ
イ
ク
及

び
軽
四
輪
等
は
、
名
義
変
更
や
廃

車
手
続
き
の
ほ
か
に
、
税
申
告
の

手
続
き
も
必
要
で
す
。
例
年
、
名

義
変
更
、
ま
た
は
廃
車
手
続
き
が

４
月
１
日
以
前
に
済
ん
で
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
税
申
告
の
手
続

き
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
納

税
通
知
書
が
発
送
さ
れ
る
場
合
が

多
く
あ
り
ま
す
。
手
続
き
が
済
ん

で
い
る
か
不
明
な
場
合
は
、
市
民

税
課
で
税
申
告
手
続
き
の
有
無
を

確
認
し
て
下
さ
い
。

　
原
動
機
付
自
転
車
（
総
排
気
量

　
㏄
以
下〔
白
〕・
　
㏄
以
下〔
黄
〕

５０

９０

・
１
２
５
㏄
以
下
〔
ピ
ン
ク
〕）
に

町
田
市
の
鳥
「
カ
ワ
セ
ミ
」
と
薬

師
池
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
、
町
田
市

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー

ト
を
無
料
で
交
付
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
発
行
可
能
な
ナ
ン
バ
ー
か

ら
好
き
な
数
字
を
選
ぶ
こ
と
が
で

き
、
ま
た
既
存
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ

ー
ト
と
の
交
換
も
可
能
で
す
。

交
付
場
所
市
民
税
課
（
市
庁
舎
２

階
）

原付にオリジナル
ナンバープレートを
交付しています

原付にオリジナル
ナンバープレートを
交付しています

町
田
市
フ
ォ
ト
サ
ロ
ン

臨
時
休
館
し
ま
す

　
２
月
　
日
（
火
）
～
　
日

１８

２０

（
木
）
の
期
間
、
館
内
清
掃
の

た
め
、
臨
時
休
館
し
ま
す
。

問
同
サ
ロ
ン
辺
７
３
６
・
８
２

８
１
返
７
３
６
・
０
８
６
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表１　高額介護合算療養費自己負担限度額表
所得区分

保険制度年　齢 住民税非課税等一　般現役並み
所得者 区分Ⅰ区分Ⅱ

１９万円３１万円５６万円６７万円後期＋介護７５歳以上
１９万円３１万円５６万円６７万円医療＋介護７０～７４歳
３４万円３４万円６７万円１２６万円医療＋介護７０歳未満

自己負担額の計算期間は２０１２年８月１日～２０１３年７月３１日です／自己負
担限度額を超える額が５００円以下の場合は支給の対象外です。

表２　「自己負担」に含まれないもの
保険外の診療、入院時の食費・居住
費、差額ベッド代

医療（高額療養費
対象外のもの）

保険外の介護（予防）サービス、入
所時の食費・居住費（滞在費）、特
定福祉用具購入費（特定介護予防福
祉用具購入費）、住宅改修費（介護
予防住宅改修費）

介護（高額介護〔予
防〕サービス費対
象外のもの）

高額療養費・高額介護（予防）サービス費として、既に
払い戻しを受けた分は自己負担から差し引きます／７０
歳未満の国保加入者の場合、１か月に１つの病院等で支
払った自己負担額が２万１０００円未満の場合は、高額介護
合算療養費の対象にはなりません。


